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要旨

これまでの日本の看護教育において、ナイチンゲールの自律的な専門職としての看護職養

成が広く根付くことなく、キリスト教女子教育として看護教育も主流とならなかった。キリスト教の

信仰の行為としての看護としち側面は脱落し、しかしながら医師らへの「従順」を大きな特性と

する、診療補助を主たる職務とする看護職養成が広く一般化した。看護師を医師の従属的役

割とする看護職教育は、学生の自律に基づくアクティブラーニングとは正反対の、受動的な学

生に対する断片的知識・技術の伝達となり、看護師の社会的地位は低かったO 現在の看護が

前提とする全人的看護に、疾患、診療科別に細分化された知識を看護職が自律的に活用す

ることが要請される。そのためには、断片的知識の受動的伝達ではなく、学生の自律性に基

づくアクティブラーニングが看護教育に必要な教育方法として要請される。

キーワード：従順、看護修道女、女子教育、自律的専門職教育、アクティブラーニング、

これまでの日本の看護教育－准看護師、お

よび専門学校中，bの養成

大学教育化する以前は、看護師養成教育

は多くは医療描設を母体とする養成学校で行

われてきた。日本の大学では 2019年度の看

護系大学は272校であり、大学教育が一般化

しているように見えるが、大学における看護教

育の歴史は浅く、 100年余りに過ぎない。（文

部科学省.2019)

世界最初の大学看護教育は 1889年にコロ

ンビア大学（米国）で始まった。（復刻版.2009)

日本では 1952年に高知女子大学、少し遅れ

て東京大学で大学看護教育が始まり、 1970

年代半ばから旧帝国大学系の少数の看護短

期大学の設置、続いて千葉大、聖路加看護

大が看護教育を開始したが、依然として圧倒

的多数の看護職養成は看護専門学校で行わ

れていた。

1990年は日本の看護師養成のターニング

ポイントとも言える年で、あった。図1に示すよう

に最大定員数を擁していた准看護師養成教

育施設は、この後減少に転じてして。（図1)
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図1.1990年時の看護師・准看護師養成施設・

入学定員（看護師・准看護師養成施設・入学定員年次

別推移から西菌作成）

この時点で、大学看護教育は 11校に過ぎ

ず、看護短大・大学新卒看護師はわずか

3000人（10%）で、あったO （文部科学省：2019)

専門学校新卒正看護師3万人のうち 1.5万
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図2.看護職者育成の養成所（大学、養養施設）の定員数の推移（文部科学大臣指定（認定）医療関係

技術者養成学校：文部科学省から西菌作成）

人は准看護師から進学コースを経た正看護

師取得者であり、この時点、における看護職は

准看護師を大きな母体としていたともいえる。

図2に示すように、現在は、大学での看護師

養成教育が飛躍的に増加したとはいえ、専門

学校による養成教育が依然として最大の定員

数であることは、忘れてはならない。

大学教育化への壁一看護職養成の歴史的

背景

看護が大学教育の対象としてなかなか主

流にならなかった要因の一つには、歴史的、

制度的に看護職が医師の補助・従属的役割

に位置づけられてきたことがあげられる。補助

的役割を主とする看護職の養成には臨床的

な技術の熟練が重要視され、看護職の主導

的判断の必要性の認識は薄かったとし、える。

教育と職業の社会的地位

一般的に、教育訓練の長さ、教育機関の種

類が、職業の社会的地位と相関している。特

に、西洋社会においては、大学教育を要する

職業が、社会で、の高い地位と強く結びついて

いた。従来、西欧の大学は聖職者・法律家・

医師の養成機関という性格を持ち、これらの

専門職者には高い社会的地位が与えられて

きた。つまり、教育と社会的地位が連動するこ

とを示している。例えば、 19世紀半ばの麻酔

の発明以前においては、大学卒業の内科医

に比べて、徒弟制度で養成された外科医は

低い社会的地位に置かれていた。一方、看

護職養成教育はまったく別の背景を持ってい

る。中世以来、看護職養成は、キリスト教の信

仰と女子教育の側面が強く結び、ついており、

そもそも男性を対象とした中世以来の大学教

育の対象ではなく、自律的な専門職としての

看護職養成品、う観点はなかった。

女子教育としてのキリスト教看護職養成教育

看護修道女と病人の世話

中世以来、西洋キリスト教世界では、修道

士・修道女が神に仕える信仰の行為として、

孤児・貧者・病人の世話をしてきた。これが看

護の原点であったと言える。（ Catherine

Duboys Fresney .2005）ホスヒ。タルやホスヒ。ス

がキリスト教の信仰としての病人の世話を語

源としていることからも明らかであろう。

古くは11世紀の女性修道院長であり、薬草
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学の祖とされるヒルデ、ガルド・フォン・ピンゲン

といった女性医療家が出現して、修道院で、

「キリストの花嫁」として神と一体となった信仰

の行為として教会に奉仕する修道女の活動

が行われるようになった。ただし、ヒルデガル

ドの考え方では、修道院の活動は社会階級

間格差を前提としたもので、あったO

信仰の行為として尊敬される看護

中世以来キリスト教圏の貴婦人の美徳とし

て、病人を世話する、死にゆくものを看取る行

為がたびたび絵画にも描かれ、貴族の女性

が修道院を中心として医療、看護を施してい

たとしづ歴史があった。このようにしてキリスト

教的な伝統では、看護という行為が貴婦人と

結びつき、社会的な尊敬を受けた。英国では

王室の女性が、看護を含む社会福祉系団体

の長を務めてきたことは、こうしたキリスト教的

伝統に基づくものである。

17世紀にはじまった愛徳姉妹会は、貴婦

人の美徳を広く実践する組織として創立され、

現在ヨーロッパ、アメリカだけでなく、アジア各

国でも活動するカトリックの女子修道会で、ある。

メンバーは、「貞潔、清貧、盆盟、貧しい人々

への奉仕jの四つの誓願を毎年更新すること

になっているO （愛徳姉妹会hp）例えば、アメ

リカの愛徳姉妹会は、南北戦争の時期に傷

病兵の看護を担い、戦後は貧窮者・老人・病

人や妊産婦と孤児の世話を行っていた。

このような、貴婦人による信仰の行為として

の看護品、う流れの中に、看護職は良家の子

女とするナイチンゲールシステムの考え方が

属すると言えるだろう。中世以来 19世紀に至

るまで、女子教育は大学教育とは無縁の場所

で行われていた。女子教育としての側面と、

病人の世話をになう職業養成が結び、ついた

のが、キリスト教看護職養成教育であるため、

当然それは大学教育ではなく、自律的な専門

職養成とは言えなかった。

家父長制と従JI慎

女子修道会を中心とする西洋キリスト教社

会における看護の状況は、当時の社会階層

や構造を反映していた。ヒルデ、ガルド、も彼女
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の修道院の活動において、社会階級の階層

性を維持する考え方をとっており、愛徳姉妹

会でも、貴婦人が貧しい人々に対してうまく奉

仕できる仕組みとして構想されており、そこに

は奉仕するもの＝与える者、奉仕を受けるも

の＝与えられる者としての階層性は厳然と存

在していた。愛徳姉妹会の4つの誓願に含ま

れる「従順」には二つの意味があると考えられ

る。一つは当然ながら、キリストの花嫁として

の、神への従順である。さらに、もう一つは家

父長制の社会において父親的存在二男性に

対して、つまり当時の身分的上位者に対して、

神への従順さに類似する従順さを含意してい

たと考えられる。 SiobanNelsonの品yUttle、

Do Much: Nurs1ng.、Nuns、andHo宅pHalsIn 

the Mnθtθθ刀thCentuとyの書名が示すように、

19世紀までの病院看護修道女が求められた

ものは、「黙って奉仕に励む」こと、すなわち

従順さを身をもって実行することで、あった。

この考え方は、自律的な専門職養成を志した

ナイチンゲ、ールシステムとは違うものである。

戦争と病院看護の出現

英国であれ、アメリカであれ、大規模な病院

看護が出現するのは、 19世紀後半の戦争に

おいてであった。ナイチンゲールのクリミア戦

争時の陸軍病院と同様に、前述の愛徳姉妹

会の場合でも、南北戦争の傷病兵への看護

のためにフィラデルフィアに 2500床の陸軍病

院が設置され、 40名の看護修道女（シスター）

が看護にあたった。（LouBaldwin.2014）日本

においても、明治元年（1868年）の軍陣病院、

1877年の西南戦争における傷病兵の看護が、

システムとしての看護の始まりであり、日本で

は日本赤十字社が国家政策と連動して看護

事業を展開して、日本の看護が始まったと言

える。

初期の日本の看護職養成とキリスト教

アメリカの愛徳姉妹会では、南北戦争前は

教師として活動していた人々が、傷病兵の看

護をきっかけとして、戦後は看護、福祉活動

に携わった。（LouBaldwin.2014）アメリカで教

師および看護師として活動していた女性たち
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が、日本で、キリスト教主義女子教育の一環と

しての看護教育にあたったのが、同志社病院

系の看護学校と桜井女学校で、あった。この2

校から大関和などの著名な看護教育者が生

まれた。日本初の看護師、大関和は、桜井女

学校の一期生で、近代医療とキリスト教的ヒュ

ーマニズ、ムをもとにした看護の先駆者で、あり、

キリスト教の精神に基づく看護婦の育成のた

め、大関看護婦会で多くの看護師を養成し、

一定の影響力を持った。

日本でも、明治当初の看護職の多くが良家

の子女であった。！｜慎天堂病院設立当初から婦

長を務めた杉本カネは旗本の妻であり、キリ

スト教看護の先駆者である大関和は家老の娘

である。結果的にキリスト教の信仰に支えられ

た良家の子女教育としての看護職者の育成

は、明治以降の軍国主義と看護職量産体制

の要言青から、看護職養成教育の主流派とはな

らず、キリスト教信仰の慈悲の行いとしての看

護に対する社会の尊敬の確保には繋がらな

かったと言える。

ナイチンゲールシステムと良家の子女ーエリ

ート教育としての看護職養成

ナイチンゲールシステムの特徴は、養成す

る対象が良家の子女であり、教師が看護職で

あること、つまり、尊敬され、十分に自律的に

活動する専門職としての看護職養成である。

英国でのナイチンゲールによる看護教育

では、病院付属看護学校で看護職者自身が

教師として教育するシステムが構築されてい

た。このシステムは米国でも実施され、日本に

も初期に導入された。明治初期において、ナ

イチンゲーノレシステムで教育を受け、宣教師

も兼ねたアメリカ人の看護教員が、日本にお

ける最初の看護教育を行ったO 1884年から

1904年の 20年間で設立されたのは、前述の

2校と慈恵病院系と聖路加の 4校で、あった。

ナイチンゲールの教育システム（佐々

木.2013）は、「看護婦はどこまでも看護婦であ

り、医師の助手ではなく、看護婦の全てのこと

が自らの手で行い、看護の職業的自由、精神

的独立を確立しようとするもの」である。当時

看護職養成を行っていた東京大学などでは

医師が看護職を教育していたが、ナイチンゲ

ーノレシステムでは、看護師自身が看護職教

育にあたったO ナイチンゲ、ールシステムで、は、

看護職は知的で独立しており、良家の子女で

あること、いわゆる「ジェントルウーマン」（中流

階級）一社会的地位の高い女性であることが

求められていた。前述した日本の初期の看護

職者は良家の子女が多カミった。

従って、ナイチンゲールシステムの看護職

養成が、病院看護師の一般的教育システム

にはなりえない、ある種のエリート教育となっ

たことは当然と言えるカもしれない。ナイチン

ゲーノレシステムにおいて看護学生に適してい

るとされる良家の子女の絶対的人数は非常に

少なかった。明治日制~（こ女学校に進学できた

女性はごくわずかで、女学校卒業品、う看護

学校の入学要件を経済的に満たせる候補者

が圧倒的に少なかった。 1895年に 37万人い

た尋常小学学校卒業者のうちわずか 4.3%が

中等教育に進んだ一中学校 1.3万人、女学

校 800人、尋常師範学校 1600人で、あった。

（文部省．学制百年史.1981）実際、明治初期

のナイチンゲーノレ教育システムの看護学校

の入学生は一校に 4、5名しかおらず、結果

的に病院看護師として働く看護師の大多数は、

ナイチンゲーノレ方式で、養成されたわけではな

かった。

日本の軍国主義看護教育とジェンダー格差

キリスト教看護教育やナイチンゲーノレシス

テム看護教育の次に、日本赤十字社を中心と

した看護教育の流れがある。英国陸軍の一部

として活動した QueenAlexandra' s Imperial 

Military Nursing Service ( QAIMNS）と同様に、

日本でも戦争に伴う医療活動を担う看護師と

しての養成が行われ、女学校卒業以上の子

女を対象とした。これが、皇室の庇護と陸軍の

医師達による教育が行われた日本赤十字社

看護婦養成所である。

英国でも看護職にはさまざまな階層分化が

あり、「ジェントルウーマン」による専門職的看

護から医療補助職的な看護助手まで存在し
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た。英国の QAIMNSは将校として扱われるジ

ェントルウーマンで、ある看護師と、より低い階

級に属する主として男性の看護補助者

(orderly）で構成され、女性看護師が上位者と

して指示する立場にあり、その指示を実行す

るのが男性看護補助者で、あった。

一方、日本では家父長制の下で、階級格

差よりも男女の格差のほうが強く、女性が男性

に指示を出すとし1うことは受け入れられなか

ったO このことが、看護の独立性、専門性が軽

んじられ、専門職であれば必要とされる自律

的学習、アクティブラーニングが全く無視され

る結果につながったとも考えられる。さらに、

軍の一部としての看護職養成が行われたこと

が、指示への絶対的服従を盲目的に行う風

潮の一因となったことも留意すべきで、あるとい

う指摘もある。（井部.2016）看護のアジェンダ）

上位者、男性への従順が、看護修道女の歴

史的背景、家父長制におけるジェンダー差、

軍国主義的教育とあいまって、日本の看護に

おける、上位者、男性、医師などの権威への

従順を重視する傾向を助長した可能性もある。

そして、ナイチンゲールシステムの特徴であ

る、看護師の独立性への関心が弱まった可能

性もある。

言い換えれば、日本では、エリート教育とし

てのナイチンゲールシステムが広く根付かず、

ジェントノレウーマンを対象とする看護職養成

は一般化しなかった。一方、キリスト教の信仰

の行為としての看護としち側面は脱落し、しか

しながら医師らへの「従順」を大きな特性とす

る、診療補助を主たる職務とする看護職養成

が広く一般化したのである。

看護職の需要増大と医師主導型看護職養成

19世紀末の日本に急速に出現した西洋医

学の医師は、多数の業務補助者を必要として

いた。このような業務補助者＝看護職者を医

師自ら養成にあたったので、結果的にほとん

どの看護職養成学校では、医師が教師の役

割を果たすこととなった。これが帝国大学を中

心とした医師による医師の助手としての看護

職の養成である。このことが日本の看護職の
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自律性を阻害し、従属的地位を強め、長く看

護職が医師に従属する職業であるとしち風潮

を形作ることになったと考えられるO

帝国大学の医師が日本中の病院に広く着

任し、同時に医師の助手としての看護教育を

日本中の病院付属看護学校に広めることに

なった。つまり、医師の助手としての看護職養

成は帝国大学の医師のヒエラルキーに従って

全国の大小様々な看護教育に伝播したと言

える。明治期においては、病院で働く看護職

員を自前で養成するため、私立病院、私立学

校、日本赤十字社、地方公共団体、派出看護

婦会、医科大学、医学専門学校、開業医、私

立養成所、大日本私立衛生会など多種多様

な医師主導の施設で看護職養成が行われた。

養成期間・内容の簡略化

帝国大学では 6か月以上の期間で看護職

が養成されていたが、全国に波及した無数の

養成所ではより短期間となり、教育内容に関

する基準が設定されなかったので、個々の医

師が個々に必要な教育内容を設定した。看

護学生の条件も一定でなく、個人医院や私立

養成所などでは、小学校卒業程度の学生を

看護職として養成することも多かった。前述の

通り、明治期後半では、尋常小学学校卒業者

のうち、中等教育に進むのは 4.3%程度（中

学校 1.3万人、女学校800人）であり、女学校

就学者の割合からみても、小学校卒業程度の

学生として養成される看護学生は、そもそも

中流階級の子女ではなかったと考えられる。

補助としてしか認められなかった看護職

独立した専門職に適した「ジェントルウーマ

ン」ではなく、指示に従順に従う、補助として

の雇用条件（給与、労働時間、居住場所など）

に適合した若く低学歴の女性が看護職として

認められる傾向にあった。その一例が、帝国

大学付属病院外科看護婦取締（婦長）となっ

ていた大関和である。彼女は、献身的な看護

で患者たちの絶大な信頼を得る一方、建議書

をもって、医師への従属的立場に抗議し、看

護婦の重要性・資質の向上・労働条件の改善

を求めたが受け入れられなかったことが要因

に
U
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となって二年間の在職で 1890年（明治23年）

に辞職している。

看護職の従属的位置と雇用形態

日本では、雇用主が医師であり、大半の看

護職がその被雇用者で、あったことが、看護師

の従属的位置を決定づけた。個人病院のレ

ベルから総合病院に至るまで、日本では、ほ

ぼ常にその組織の長が医師であり、看護師は

その下に従属する位置に置かれている。ある

意味では、家父長制を助長する結果をもたら

すとも言えるだろう。その結果、看護職が中流

家庭の女性がつくべき尊敬すべき仕事として

認識されず、むしろ家事使用人に準ずるもの

とみなす風潮を定着させたと言える。

看護職資格規則の始まりと看護職の従属性

知識不足による看護職の危険な医療行為、

看護職の待遇（賃金・労働時間・ハラスメント）、

養成所の教育内容の乱れなどの問題に対応

すべく、 1900年（明治 33年）にまず東京府に

おいて「東京府看護婦規則Jが制定された。こ

の規則では看護職の資格は、満 20歳以上の

女子で警視庁の看護婦試験に合格者とされ

た。ただし大病院の看護職は附属養成所を

卒業し医師の指導下にあれば無試験で資格

が認められた。これ以降 29府県で同様の「看

護婦規則」が制定されている。このことは、看

護職がさらに医師に対して従属的な位置にあ

り、看護職の独立性、専門性を脅かす状況を

強化することになったと言える。

看護職の需要の高まりと社会的認知

世界の他の国同様、日本でも戦争が看護

職の能力への認知、社会的評価を高めた。

日露戦争や第一次世界大戦における活動か

ら傷病兵への対応や、感染症へのケアなどに

おいて、医師の補助としてでない看護師に必

要とされる能力内容が明らかになってきたた

め、新たに規則が整備された。看護職者に対

する全国的な統一規則として「看護婦規則」

（内務省令）が 1915年（大正4年）に制定され

た。「産婆規則」1899年（明治32年）「医師法」

1906年（明治 39年）と併せて医療従事者の

法律の整備が進んだ。

この規則で、看護職の2つのコースー（1)

女学校を卒業した 18歳以上の女子で1年以

上看護教育を修めた資格試験合格者、（2)

知事の指定する看護婦学校の卒業者ーが設

定された。後者の看護婦学校において、主要

な科目は医師が担当した。このことは、業務

補助者として、看護職者を医師自ら養成する

形態が維持され、看護職の独立性、専門性を

阻害する原因ともなったと言える。

このように看護教育の内容、および資格要

件は徐々に規制が進んだことは、看護職の社

会的評価の高まりを反映したが、前述したよう

なジェンダー格差等により、英国における

Queen Alexandra' s Imperial Military Nursing 

Service ( QAIMNS）のような、看護職を名誉あ

る職業として高い扱いを受けるとし、った現象

は日本で、は起きなかった。看護師を医師の従

属的役割とする看護職教育は、学生の自律

に基づ、くアクティブラーニングとは正反対の、

受動的な学生に対する断片的知識・技術の

伝達となり、看護師の社会的地位は低かったO

指定規則一医師中，むから看護師中心へ

第二次世界大戦後から 1990年までの看護

教育はおおむね診療科中心の教育であり、

講義を主として医師が担当していたことが、看

護は医師の補助業務を中心としたもの、という

認識を強める結果となったとも言えるO

1951年の指定規則では、内科学と看護法

といったように、病院の診療と区分に沿った科

目で構成され、看護学の科目として独立し

ていなかった。 1967年の指定規則では初め

て、看護概論、成人看護学などのように看護

学専門科目による構成となったものの、その

内容は疾患別看護（眼科疾患と看護、精神科

疾患と看護など）にとどまり、内容としては医

師の診療区分に沿った看護にとどまった。

ただし、健康の保持増進、疾病予防から疾

病の囲復、リハゼリテーションまで、を内容とし

て含んだ、改正で、あったことは、全人的な看護

を目指すべきである、という当時の看護をめぐ

る考え方の変化を反映していたと評価で、きる。

1990年の改正における大きな変化は、初

つUF
h
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指定規則制定 第1；欠改正 第2次改正 第3次改正 第4次改正
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固専門分野（臨地実習） 3927 1770 1035 1035 1034 

盤専門分野（講義・演習） 690 885 1095 990 690 

専門基礎分野 310 330 510 510 510 

圏基礎分野 150 390 360 360 360 

図3.指定規則の変遷（文部科学大臣指定（認定）医療関係技術者養成学校：文部科学省から西菌作成）

めて、＜疾患と看護＞という組み合わせから、

看護学だけの構成へと変化し、医師による看

護教育から独立したことで、その点は大きく評

価できる。初めて基礎看護学品、う看護学の

基盤部分が科目として指定され、その後に各

専門分野の増加

時間
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この改正の背景には、在宅医療や予防医

療など、看護師の独自の判断が必要とされた

り、医師があまり介在しない医療の必要性の

増大や環境の大きな変化がある。その変化に

対応できるような看護職の能力の拡大のため

に、言い換えるとナイチンゲールが主張して

いた「医師の助手ではなく、（中略）看護の職

業的自由、精神的独立を確立しようとするJ看

護師であるために必要な生涯にわたるアクテ

イブラーニングの体系化、専門看護婦の育成、

言十3375
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論としての看護学（成人看護学、小児看護学

など）が指定されるという構成をとった。これは、

看護教育を看護行為と患者を焦点とした大き

な一歩と言える改正で、あったO （図3)

蝉費高辱時看靖護翠学J 
母性看護学 母性看護学 母性看護学

1J1児看護学 1J1児看護学 小児看護学

成人看護学 伊人看護学 成人看護学

基礎看護学 基礎看護学 基礎看護学

言十3000 言十2895 言十3000

大学や大学院の増設などが文部科学省によ

って推進されたO これが、看護学大学教育化、

専門職化への大きな進展つながったと言える。

ただし、依然として、全人的看護の重要性は

記載されているものの、それに伴うはずの、

「看護師に求めれる固有の広い判断力」（後

述する）などについては、規則には記述がな

く、看護教育に求められる方向性については

具体的なコンセンサスが基本的に欠けている

と言わざるを得ない。全人的看護品、う大きな
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視点は定着してきでも、そこに至る手法として、

どのような教育方法が望ましいのかという視点

は示されず、その結果、多くの場合、断片的

知識の伝達が継続したと言える。

教育内容についての十分な議論なく指定

規則だけが度々変更された結果、免許取得

要件としての科目名、単位数（時間）だけが定

められ、学生が到達すべき能力、知識のレベ

ノレが不明確なまま、授業内容は各大学、学校、

各教員に委ねられた状況が続いているとし1う

問題があると考えられる。看護大学教育では、

文部科学省の求める教養教育や研究などが

付加されているが、専門学校、大学教育共に

各教育機関の看護教育の方向性を明示して

いないことが多いのである。この問題につい

ては、看護教育者の活発な議論、研究による、

教育内容の可視化と構築が望まれる。

女子教育の高学歴化一学生側の要因

女子教育の高学歴化の傾向は、戦後ずっ

と続いていた。 1985年の男女雇用機会均等

法以降はその傾向が強まって、女子の4年制

大学進学者はさらに増加し、大学進学者の選

択肢の中に看護学科が大きな割合を占める

に至った。 2000年以降から大学の看護学科

の創設が相次ぎ、 2018年時点の看護系学科

を有する大学は287校となり、 3校にl校は看

護系学科を持つ状況となっている。

看護を選択する学生にも変化が起きている。

かつて専門学校で、もっぱら医師の補助職とし

て、相対的に低い社会的地位に甘んじている、

いわゆる危険できつい仕事とみなされていた

看護が、安定的に職が保証され、一生続けら

れる職業選択として、積極的に学生が目指す

職業となった。さらに、ジェンダーの変化もあ

る。男性で看護職をめざす学生も増加傾向に

あり、 2018年現在の男性の看護学生は全体

の（4%）を占めている。また、大学のみならず

専門学校でも、一度他の職業を経て改めて看

護職を選ぶいわゆる社会人看護学生も増加

してきでいる。戦後長らく多くの看護教育機関

は、高校卒業直後の専門学校生としての女性

を想定してが、現在では大学教育としち基礎

的な位置づけだけでなく、学生自身の年齢、

性別、経験などの多様性も想定した教育が求

められる。こうした変化は、看護師につきまと

ってきた従順や従属的な位置からの解放を意

味しているのカもしれない。

今後の課題としてのアクティブ、ラーニング：

全人的看護のためのジェネラリスト的専門家

西洋近代科学は専門分野の細分化による

専門性の確立としちプロセスを経てきたため、

看護も診療科別、疾患別に細分化しようとす

る流れがあり、そのことが、全人的看護を分断

する結果につながるとしち問題がある。

細分化より統合が難しいのは、西洋近代科

学が常に細分化と二項対立による選択と除外

によって絞り込むので、これに逆行することが

難しくなるからである。対象者を細分化せず

に全人的に把握し、統合へ向かおうとすること

が現在の看護が目指す方向性であるにも関

わらず、それが難しくなる。だが、それは、看

護学を西洋近代科学の学問形態の中に位置

づけようとしてきたためカもしれない。つまり、

全人的な把握へ向かうことは、専門特化へ向

かうことこそが科学的方法であるとしち考え方

とは逆だカミらである。

医師が日常的に行う診断では、「患者さん

の疾患を正確に診断する」とことを目指して、

検査を積み上げて鑑別を挙げ、いろんな条

件を除外し絞り込み、最も疑わしい病気を考

える、という、比較的狭い専門領域に特化した

西洋近代科学的な思考プロセスが展開される。

一方、看護では、「患者さんの個別状況に

応じたより良い生活支援を行う」ことを目的とし

て、身体機能と日常生活行動に関連する多

様な情報に目を向け、多様な条件からその人

にとって優先される最もよい日常生活を推定

する、といった比較的広い統合的判断を必要

とする思考フ。ロセスが展開される。

つまり、全人的看護を行える看護専門職は、

多くの領域を横断的にカバーすることが求め

られる。例えば、精神看護学であれば、統合

失調症とし1った難治性の器質性疾患で、あっ

たり、正常な社会生活を営んでいた人でも状

4ム
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況によって擢患する可能d性が高い適応障害

やうつ症、社会生活上の困難の度合いも多様

な発達障害、てんかん、認知症といったように、

年齢区分も、疾患の性質も多様であり、その

問題を抱える対象者を取り巻く問題も包括す

ることが全人的看護ならば、同時にジェネラリ

スト的側面を要求されるので、狭い領域に特

化しない。ジェネラリスト的目配りの広さと専門

家的深度の両方が常に求められるのである。

看護では関連性のない情報を除外していく

プロセスではなく、関連性の高い情報を見極

めて、それらの関係性を理解していくプロセス

が求められる。多くの場合、必ずしも必要と思

われる関連情報がすべて可視化されていると

は限らない。従って、見えない情報、不完全

な情報を必然的に含む全体の状況を判断し

なければならない。このプロセスは、少ない情

報から推論を繰り返し、多様な情報に視点を

広げ、個別の課題と解決策を見出すといった

推論一論証の繰り返しである。これがアクティ

ブラーニング、なので、ある。全人的看護を実践

するためには、ジェネラリスト的目配りの広さと

専門家的深度の両方を錬成する必要がある。

全人的看護は対象者の生活支援を主たる

関心とする。生活者は身体機能を基盤としつ

つ、関係性、役割行動を持ち、生活を形成す

る。看護はより良い生活を達成できるように支

援をすることが求められる。そのためには、基

盤となる身体機能の把握は当然必要である。

そのために、疾患、診療科別に細分化された

知識を自律的に選択して対象者の理解に統

合する。そして、さらに、その関係性や役割行

動についても同様に把握し、それらの知識、

情報を選択、統合して、対象者のより良い生

活への支援に必要な情報を統合する必要が

ある。こうした活動を実施するためには、自律

的な思考、判断が必要とされる。そのために

は、断片的知識の受動的伝達ではなく、学生

の自律性に基づくアクティブラーニングが看

護教育に必要な教育方法として要請される。

本論文にカ効活利益相反はありません。
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